
甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画改定支援業務委託仕様書  

 

 

１ 業務名  

   甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画改定支援業務委託  

 

２ 業務の目的 

甲府市（以下「市」という。）は、新型コロナウイルス感染症または同等以上

の感染症が蔓延した場合、対策の主体として重要な役割を担うことになるととも

に、感染症蔓延時であっても、市民が安全・安心して生活するために必要な業

務を継続して行う必要がある。 

しかし、感染症蔓延時には、先のコロナ禍同様に、感染症拡大防止策、ワク

チンの接種準備、国や山梨県等が実施する各種経済対策への対応を担う業

務が著しく増加することが予測される。また、市職員も多数が当該感染症に感

染することが予測されるため、市の行政機能が低下し、住民生活や社会経済

活動に重大な影響が生じる事態も想定される。 

本業務は、このような背景を踏まえ、約４年に渡る新型コロナウイルス感染症

対応を振り返り、国の新型インフルエンザ等対策政府行動計画（以下「政府行

動計画」という。）、新型インフルエンザ等対策ガイドライン、令和７年度に改定

が予定されている山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動

計画」という。）及び国等から発出されている通知文等を踏まえ、「甲府市新型

インフルエンザ等対策行動計画」（以下「市行動計画」という。）を改定する。 

 

３ 業務委託期間  

契約締結日から令和８年３月３１日  

 

４ 業務内容  

（１） 提案・助言  

   受託者は、効率的な計画の策定業務を進めるため、改定過程（スケジュー

ル等）について提案や助言を行うこと。また、市行動計画改定に伴い、本市の



各種計画との整合性を図れるよう、本市の現状や昨今の法改正及び国等の

方針を踏まえ、内容等について提案や助言を行うこと。 

 

 （２）  現状の把握と関連情報の収集・分析 

    政府行動計画及び県行動計画の改定内容の把握や「「市町村行動計画

作成の手引き」の更新について」（令和６年１２月２６日事務連絡内閣官房内

閣感染症危機管理統括庁）等、国等から発出されている通知文等の情報収

集及び分析を行い、現行市行動計画の課題を抽出すること。 

    

 （３）  甲府市の新型コロナウイルス感染症対応の振り返り・総括  

   関係部局等で実施した取組を調査及び評価する中で、その評価結果を踏

まえた課題の抽出や改善点を分析し、取り組むべき改善の方向について検討、

整理を行うこと。 

 

 （４）  各種会議の運営支援  

   関係団体有識者会議（３回程度の開催を予定）での協議課題、協議に必

要な事項の抽出及び論点を整理した資料を作成し市に提供すること。 

また、委員から出された意見を検証し、その課題を踏まえ検討、整理を行い

支援すること。 

 

（５） 骨子案の作成及び修正 

   受託者は、計画の骨子案を作成し、各会議等での議論を踏まえて修正する

こと。 

 

 （６）  素案の作成及び修正 

   骨子案をもとに計画の素案を作成するとともに、各会議等での議論、山梨

県での確認及びパブリックコメント手続き等での意見を踏まえて修正すること。 

 

 （７）  実効性の高い計画策定支援 

計画策定にあたっては、政府行動計画、県行動計画との整合を図ること。ま



た、市が策定した「甲府市感染症予防計画」などの関連計画と調和を図るとと

もに、有識者、実務担当者等からの提言等を多角的に分析し、本市の実情に

則した実効性、独自性の高い計画とすること。 

 

５ 成果品の納入 

（１）成果品  

ア 市行動計画  

イ 市行動計画概要版  

（２） 納入期限  

  令和８年３月３１日（火）  

（３） 成果品の納品場所 

甲府市市長直轄組織危機管理室危機管理課  

（４） 納入方法  

ア 電子ファイル（WORD 及び PDF 等）による納入 

イ 紙媒体 市行動計画：１００部  A４ 両面カラー 概ね１５０ページ程度 

概要版：２００部 A４ 両面カラー 概ね８ページ程度 

 

８ 留意事項  

（１）  受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、業務上知り得た個人

情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後においても同様とす

る。 

（２） 受注者は、著作権、肖像権等の権利を侵害しないよう十分留意すること。 

（３） 成果品の所有権、著作権、利用権は、発注者に帰属するものとする。また

成果品の一部に第三者が権利を有する著作物を使用した場合は、所有権、

著作権、利用権に関して必要な手続きを行い、使用料等の負担及び責任は

受注者において負うものとする。 

（４） 本業務により得られた成果品及び資料、情報等は、発注者の許可なく他に

公表、貸与、使用、複写、漏洩をしてはならない。 

（５） 業務完了後に、受注者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所が

あった場合は、受注者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、



これに対する経費は受注者の負担とする。 

（６） 本業務において、第三者からの権利侵害の訴えその他紛争等が生じた場

合は、受注者は事故の費用及び責任においてこれを解決するものとする。さら

に、発注者に何らかの損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。 

（７） 本仕様書について、疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務

内容については、その都度、発注者と受注者の間で協議を行うものとする。 


